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第 13 回 中小企業再生の実践 
 

（経営者保証ガイドライン） 
 

会計と経営のブラッシュアップ 

平成 26 年 3 月 24 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、企業会計基準及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。(実践的中小企業再生論 藤原敬三著 H25.5 きんざい販売) 
(時代をリードする再生論 伊藤眞外著 2013.4 商事法務刊)(ゼロからわかる事業再生 松嶋英機編著 H25.7 きんざい刊) 
 
   

Ⅰ.中小企業再生の必要性  
 

 平成の徳政令と言われた中小企業金融円滑化法は、平成 25 年 3 月をもって

終了した。借入金の返済猶予等を受けた中小企業は、全国 400 万社のうち 30
～40 万社にのぼり、そのうち 5～6 万社は事業再生が必要と言われている。経

営の抜本的改革を行ない、地域経済の活性化を図る必要がある政府は、認定支

援機関等による全国 3 万社の経営改善計画等の対策を講ずる。 
 
 
１.金融円滑化法の出口戦略（政策パッケージ） 
 

金融円滑化法の 終期限到来に向けて、平成 24 年 4月に政府により発表さ

れた「政策パッケージ」を受けて、中小企業再生支援協議会において簡易な再

生手続が定められ、簡易な計画のひな型が示された。これを受けて金融機関企

業等は、簡易な財務デューデリジェンス、簡易な事業デューデリジェンス、経

営改善計画の策定等を行い、企業の経営基盤を改善、充実させて行く必要があ

る。 
 

（政策パッケージの骨子） 

① 金融機関によるコンサルティング機能の強化 

② 中小企業再生支援協議会と企業再生支援機構の機能強化と連携 

③ 中小企業支援ネットワークの創設や再生ファンドの設立強化 

中小企業支援協議会は、平成 24年度において 3,000 件の再生計画の成立を

目指すこととされた。 
 

バブルの崩壊から今日までの事業再生の歴史を振り返るにつれて、リーマン

ショック後に設定された金融円滑化法の意義及びその効果とともにその不安

定さと非経済性に危惧を感じていた。金融円滑化法の出口に当り、その対応の

あり方と中小企業における事業再生のあり方に関して、メリハリの利いた対応

が必要である。

 

 
本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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２.平成 25 年度の諸施策（経営革新等支援機関の認定制度） 
 

企業の再生と金融機関の不良債権等の整理、健全化のために次のような措置

がとられた。 
 

(1) 中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定制度 

(2) 中小企業支援協議会に経営支援センターの設置 

(3) 平成 25 年度税制改正 

再生会社等の資産の評価損益の計上範囲の拡大、取締役等の保証債務に

係る私財提供益の譲渡課税の不適用等の税制措置 

 

 

３.円滑化法利用先のライフステージ 
 

 円滑化法利用先30万社とも40万社ともいわれる中の状況の中で(2)～(4)の

借り手に、短期の実抜計画を求めたのは無理があった。 
 

(1) 経営改善が必要な債務者 

 傷が浅く、軽い気持でリスケを申し出た企業 

 全体の 1割程度（リスケが必要） 

(2) 事業再生や事業転換が必要な債務者 

再生のステージにあるもの、但し 1年や 2年で収益の回復は無理 

全体の 1割程度（DDS などが必要） 

(3) 事業の持続可能性が見込まれない債務者 

破綻状態に近く、明らかに事業継続が困難な企業 

全体の 1割程度（債権放棄などが必要） 

(4) (2)と(3)の間にあるもの 

実は金融円滑化法の対応先の大半であるが、再生計画を立てられる状

況ではない企業 全体の 7割程度（DDS、債権放棄が必要） 

① 収益事業の基礎が不安定な会社 

② かろうじて若干の黒字を確保している会社 

③ キャッシュ・フローベースで赤字であるが、回復の見込がないとは

言えない会社 
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(5) 3 年間の暫定リスケ 

(4)の企業群に対して、本格的な再生計画を作成する前の準備段階とし

て、まず 3年程度の暫定計画を作成し、経営者の意識改革と企業体力

の実現を目指す。 

一方では、金融機関等支援先は 適なソリューションを提供する。 

（暫定リスケのポイント） 

① 経営者の自覚の醸成 

② 事業に専念できる時間 

③ 適ソリューションの支援者側の準備 

(6) 過去の和議・会社整理等 100 件の結果 

(1) のもの、10件 ― 8～9件位成功 

(2) のもの、10件 ― 5 件位成功 

(3) のもの、30件 ― ほとんど成功なし 

(4) のもの、50件 ― 5 件程度成功 

 合計 100 件 ― 20 件弱が成功、存続した 

(5) 反省 ― 適なソリューションがなかった 

 

 

４．大企業と中小企業の倒産 
 

(1)大企業の倒産 

① 再生か清算か、その処理方針にメリハリをつける。 

② 再生にせよ清算にせよ法的手続等によるべきである。 

③ 株主責任、経営責任を明確にする。 

④ 政府支援を行った後、早期に経営権を民間に戻す。 

(2) 中小企業の倒産 

日本の中小企業数は 420 万社といわれ、全企業数の 99％強を占め、全労働者

数の 70％を占めるとされている。 

従って、中小企業の倒産等による生産停止は、大企業の生産にも致命的な打

撃となる。 

近の倒産件数の推移は、次の通りである。 

倒産件数の少なさは、金融円滑化法等による政策が功を奏しているとも思え

るが、他方において先延ばしが行われているにすぎない面もある。 

    

平成 20年  12,681 件  

  〃 21 〃  13,306  

 〃 22 〃  11,658  

 〃 23 〃  11,369  

 〃 24 〃  11,129  

 （帝国データバンク） 
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５．経済活動からみた健全な会社 
 

 平成 20 年 9 月  リーマンショック 

 平成 21 年12 月 金融円滑化法（1年間の元本猶予） 

 平成 23 年 3 月 東日本大震災 

 平成 23 年 3 月 金融円滑化法 第 1回 1年延長（平成 24年 3月まで） 

 平成 24 年 3 月    〃   第 2回 1年延長（平成 25年 3月まで） 
 

 30～40 万社（350 万件の貸付条件の変更）の条件変更中、5～6万社が経営危

機にあるといわれている。延長は先送りにすぎず、政府はまた出口戦略として

対策を講じているが、遅きに失する感もある。 

 熊本県八代市において、58年前総工費 3億 9千万円で建設した球麿ダムは、

その撤去工事を行うこととなったが、約 5年半の期間をかけて総工費は 88 億

円と言われている。これは不良債権処理の先延ばしにも似ている。 
 

 抜本的な解決をせず放置しているが如き状態は、悪性インフルエンザの病人

が、マスクもせずに街の雑路を歩きまわっている状態と似ている。 
 

（メリハリの利いた新陳代謝） 

 時代の変遷とともに国民の必需品や嗜好品、要求するサービスなども変化し

てゆく。したがって、企業も時代の変化に応じて自己改革を続けてゆかなけれ

ば生き残れない。恐竜やマンモスは絶滅したが、環境の変化にうまく順応して

きたゴキブリなどはいまもなお生き残って台所の隅を走り回っている。ソニー、

シャープ、パナソニックはなぜこうなったのかと思わざるをえない。 

 他社と競争しながら時代の変化に応じてゆくばかりか、むしろ時代の変化を

先取りしてゆかなければならないがこれは易しいことではない。時代に取り残

されて破綻状態になる企業が必ず出てくる。人間の体でも古いものは新しいも

のに入れ替えてゆかなければ活性化しない。人間の社会にとっても破綻した企

業は新しい元気のある企業と入れ替えることが活性化のために必要である。そ

の交代もきっちりとメリハリの利いた処理が重要である。経済活動に関してい

えばメリハリの利いた新陳代謝とは、整理すべき企業は適切にきちんと整理し、

成長すべき企業は成長する環境を整備して支援することであろう。 

 このことは金融円滑化法後の出口戦略であるソフトランディングが成功す

るか否かについても妥当するのではないかと考える。 

（ゼロからの事業再生から） 
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６．経営者保証に関するガイドライン 
 

平成 25 年 12 月発表(日本商工会議所、全国銀行協会) 
 中小企業の経営者の個人保証(経営者保証)の課題について、貸し手、借り手

の対応についての自主的、自律的な準則である。借り手、貸し手の継続的かつ

良好な信頼関係の構築強化と中小企業の活力を引きだすことが目的である。 
 
(保証契約時等の対応) 

 経営者保証に依存しない融資の一層の保証という点では、中小企業に出来な

いことの要求にあっている感があるが、今後の実務の改善の中でガイドライン

の趣旨を生かし、BK 担当者の実務がやりやすくなればと考える。また経営者交

代時の効果が予想される。 

① 経営者保証を提供することなく資金調達をする場合の経営状況等 
② やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額

の設定に関する債権者の努力義務 
③ 事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等 
 
(債務保証の整理の際の対応) 

 破綻者の責任の限度が明確化され、全部はぎ取るのではないという点が明確

化され、破綻処理がスムーズに出来ることが期待される。 

① 経営者の経営責任の在り方 
② 保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方 
③ 一部履行後に残った保証債務の取扱いについての考え方 
 
(個人保証に頼った融資の弊害) 

① 金融機関側の目利き力の弱化 
② 企業側の保証依存による財務基盤充実の非配慮 
③ 経営者のチャレンジ精神の阻害 
 
改善の経過 H23.7 第三者の個人連携保証の原則非徴求 
 H26.2 経営者保証ガイドライン適用開始 
 
目 的 貸し手、借り手、保証人の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化 
 
貸し手における対応 

停止条件又は解除条件付保証契約、ABL、金利の一定の上のせ等の経営者保

証の機能を代替する融資手法のメニューの充実 
 
事業承継時の対応、保証債務の整理、既存の保証契約の適切な見直し 
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（実務的な観点） 

◎ 福岡銀行 吉戒氏 
まじめな経営者には不要？悪い人が利用？ 
個人と法人の一体性は解除できない 
個人保証に対する抵抗感はない 90％ 保証して経営をすべきである。 
後まで取りつくすようなことはやっていない 

今まで通りの保証はやってもらう、財表の透明性は必要であるが難しい 
事業再生 ― 保証人があって良かったということは少ない 

虫歯のようなもの 
但し、避けられない(しかし保証人からの回収 7 年間で 850
億のうち保証人 6 億 1％) むしろない方がいい 
自宅を担保に取りたくない、ややこしい 

 
◎ 中小企業庁 

300 人以内、同一に論じられない 
行政(使用の促進)、専門家派遣、相談 
ルールが出来たのでその精神を生かして― 
いい方向へ使う 早期再生 
今、やめた方がいいというのではなく実例のつみあげ、事後処理は問題

ではない 
これが主テーマである、これがどれだけ効果を生むか？ 

 
◎ 福岡銀行 

ガイドラインによってシビア 
どこかにカネを持っているか追求していない 
自宅がカビと言っても、課税問題も生じていない 
サービサーも多少の回収しかしていない 
事実上は求めていない 

 
◎ 山本先生 

早期の事業再生の着手は も大きな課題であった。 
債務者の予測可能性 
悪の場合の想定 

 
◎ 保証に代わる制度 

ABL、商流ファイナンスの促進 
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７．個人保証と民法の改正 
 

 

 現在、120 年ぶりに民法を改正する作業が進行中である。 

 政府をあげて個人保証を制限する方向であり、平成 25年 2月公表の法改正

中間試案でも、個人保証は経営者だけに限定する方向であり、過大な保証債務

の減免も検討されている。 
 

 これは、失敗した事業者に再チャレンジの機会を与えることであり、新たに

事業を起す人に勇気を与え、地域経済の活性化に資する。 
 

 金融庁と中小企業庁は、中小企業が借金を返せなくなっても生活に 低限必

要な資産（自宅や車）だけは取りあげないようにしたり、一部の銀行が導入し

ている停止条件付個人保証という融資方法を進め、正確な決算報告などを行う

ことにより、経営者の個人保証の責任が発生しない仕組みなど、全財産の没収

に歯止めをかける。 
 

過去の第三セクターの保証人など、事業規模とは対応しない個人保証債務の減

免などについても充分な対応が必要と思われる。 
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４．個人保証と中小企業 
 

 

「完全無保証借入」実現への道 
（豊嶋健治先生の講演の要約と感想） 

 

沖縄事業再生研究会 

H 2 5 . 0 3 . 1 5 

 

１．連帯保証人付借入の常識 

（1）保証協会保証（代表者保証）が当然な認識と状況（特に金融機関） 

（2）金融審議会－代表者以外の個人保証は求めない（H24） 

（3）過酷な連帯保証人の責務 

   ①催告の抗弁権（452 条）なし（本人への催告不要） 

     ②検索の抗弁権（453 条）なし（先ず本人から不要） 

   ③分別の利益（432 条）なし（私の割合とは言えない） 

   ④附従性なし（個人破産するまで債務は消滅しない） 

   ⑤（連帯）保証債務は相続対象となり、子供も縛る 

（4）銀行の考え方等 

①中小企業においては、代表者と会社は一体である。 

②経営者への規律付け（モラルハザード防止） 

③貸出債権保金（預金者の預金を守る） 

④連帯保証脱出の 5つの出口 

  ①上場（上場子会社） 

  ②親族が代わって承継 

  ③社員が代わって承継 

  ④M&A 

  ⑤廃業 

（5）借り手の弊害 

 ①自己破産、再起を困難にした（いつまでも再起できない） 

 ②会社倒産を困難にした（親族、知人への被害拡大） 

 ③借入を伴う大口投資を慎重にさせた（投資をしない） 

 ④事業承継意欲を減退させた（親の仕事を継ぎたくない） 

 

 

２．旅籠屋という中小企業 

（1）資本金 1億円、年商 800～900 百万円、当期利益 10～20 百万円 

従業員 81 名（内本社 5名）、店舗数 38 店舗（夫婦等 2名による経営）
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（2）ビジネスモデル（お手本はアメリカのモーテル） 

 12-16 室/店、老夫婦等 2人で各店舗運営、店舗は自社所有又はリース、 

 1 泊 1名 4,000～5,000 円、朝食コーヒーパン、全国展開へ 

 （3）H22.6 期に資本金 331 百万円を繰越欠損金△189 百万円と相殺、 

 以後 23.6 期 24.6 期は完全黒字

 （4）H23.6 期決算 流動資産 175、総資産 1,122、固定資産 946、借入金 173、 

 リース債務 647、その他債務 82、純財産 221 百万円 

 客室稼働率は 50％程度？ 

 （5）平均金利 1.4～2.0％（無保証分） 

（6）グリーンシート登録、企業開示は充分である 

 

 

３．完全無保証での借入実現への 8年間 

 （1）H18.6 リサ・パートナー資本参加 

 （2）H21.6 リース会計導入 

 （3）H23.6 減資（累積赤字一掃） 

 （4）2011.12～2012.11 の運転資金借入 

   百万円 

東京都民銀行 150  

商工中金 60  

りそな銀行 100  

 （5）2012.6 時点 

長期借入 268 百万円の内、代表者個人の連帯保証債務残高は 76 百万円と

なっており、向こう 3年程度で全ての借入金が完全無保証となる見込み 

 

 

４．きっかけは 

旅籠屋の社長が、約 4年前、急に保証人はイヤだと言い出した。理由は・・・ 

（1）60 近い年令に耐えられない 

（2）それほどの報酬も取っていない 

（3）個人財産は個人のために残したい 

（4）息子は後継者にさせたくない 

（5）第 3者を後継者にする時にも出来ない 
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そこで条件は 

（1）一定業績継続（赤字は出さない経営努力） 

（2）上場企業に準じた情報開示（グリーンシート） 

（3）公私の分別（交際費は月 10万円、私の会社から我々の会社へ） 

（4）代表者の給与はリーズナブル、私腹は肥さない 

（5）金融環境の変化 1995 年ピークから、コベナンツ次第だが、完全無 

保証も出ている完全無保証への道を金融庁が進めている模様 

 

 

５．銀行への提示と要請 

 ①代表者の拒否 拒否理由の充分な説明① 

 ②既取引の三井住友、信金は「前例がない」と拒否した 

 2 行の取引は縮小して行った② 

 ③新規取引のりそな、商工中金、東京都民は条件整備出来れば応ずるとい 

 うことになった 3行の取引は増大して行った③ 

 

銀行はどう考えるか（今後の取引の予想） 
  

 イヤダ ① 

 イヤダ ② りそな、東京都民、商工中金は取引上昇 

 新規なら③ 三井住友、信金は将来どうするか 

 現時点 

 

 

６．「停止条件付連帯保証契約」 

保証契約にコベナンツ（制限条項、誓約条項）を設ける 

→コベナンツに抵触しない限りにおいて保証は発生しない 

 コベナンツ次第だが、「完全無保証」への前段階として有効 

 （金融庁が普及促進を進めている模様） 

 

■コベナンツ例 

①財務コベナンツ 

①2期連続減収、減益となる 

②2期連続で経常利益が赤字となる 

③自己資本比率が 20％を割り込む 

④総資産に占める有利子負債比率が 50％を超える 

等など 
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②非財務コベナンツ 

①会社経営において法令遵守違反が生ずる 

②決算報告等において正確なデータが提供されない 

③経営状況等が適時に報告されない 

④資産の隠匿など不正が行われる 

等など 

 

■コベナンツ効果 

経営者に対し、透明性のある経営、適切な財務報告を行うことへのイン

センティブになる。 ポイントは代表者が真剣に経営し、私腹を肥やさ

ない。 

 

 

７．「完全無保証借入」の意義と効果 

 （1）事業承継の有力な武器 

優秀な社員を後継者としようとする時、それを連帯保証が阻んできた 

    国内企業の 2/3 に当たる 65.9％が後継者不在 

    売上規模 10 億未満では 7割が後継者不在 

（帝国データバンク） 

親族が継がない場合、どうするのか？ 

他人事ではない時代となってきている 

 

 （2）経営の改善 

①経営の透明性・公平性向上（同族経営弱点の修正） 

②社員の意欲向上 

③取引先の信頼性アップ  に繋がる 

 

 （3）心理的ストレスの除去、投資意欲の回復 

①連帯保証＝会社と運命共同体＝会社倒産は自己破産（自宅も残せない）  

②事業活動（会社）と関係ない家族・親族、友人・知人への波及をなくす 

③新規投資意欲の回復 

 

（4）金融機関貸出常識の変革 

「絶対条件です」「前例がありません」から→ 

「社長とは自宅を担保に入れる人」から  → 

同族企業の出口 5 態 
1.上場 
2.親族が継承 
3.社員が継承 
4.M＆A 
5.廃業 
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(ゼロからわかる事業再生から引用) 
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Ⅱ.中小企業再生の実務 
 

 
 
１.事前準備作業 
 

(1) 企業（債権者）概要表の作成(A3 1 枚) 

 

スタート段階において、現状の認識や問題の整理を行うために作成する。 

ポイントは簡素であること。 

 

① 対象先・概要 

 沿革 

 株主構成 

 事業内容 

 主要取引先 

 業種の今後のイメージ 

 市場と当社の位置 

② 財務内容及び問題点 

 役員構成 

 苦況に陥った原因 

 不採算事業 

③ 業績推移等 

④ 金融取引状況 

 主要金融機関 

 メイン 

⑤ 現状と課題認識 

⑥ 方向性と対応方針 

⑦ まとめ 

 

(2) 再生イメージの策定 

 

(3) 債務 
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２.財務デューデリジェンス 
 

 

7 つの指標に基づく財務の実態と可能性を検討する。 

 

(1) 実質債務超過 

事業再生とは、利益やキャッシュフローに見合う B/S の是正プロセ

スであることを理解する。 

① 簡易な経営分析書 

② 実態 B/S 

③ 問題点 

④ 不動産評価 

 

(2) 収益力 

事業が、継続的に価値を生んでいく要因を見極める一つの視点であ

る。 

① 実態 P/L 

② コンサルタント診断 

③ 過去の診断書の利用 
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(3) フリー・キャッシュフロー 
 

事業価値を見極め、それに見合った財務構造（債務水準）を決める

ためには FCF を把握することが重要である。 

 

 

 

 

 

(4) 過剰債務 
 

将来にわたって獲得できる FCF（企業価値）を超える借入金と言うこ

とができる。 

 

過剰債務の試算表 
（単位：千円） 

項 目 金 額 

a  金融機関に対する有利子負債  300,000 

b  正常運転資金（マイナスの場合はゼロ）   

  売上債権（注 1） 11,000  

  棚卸資産（注 2） 9,000  

  仕入債務 ▲18,000 2,000 

c  現金預金  8,000 

d  換金性のある有価証券  3,000 

e  要償還債務（a-b-c-d）  287,000 

f  FCF   

   経常利益（注 3） ▲1,200  

   みなし法人税（減算）（注 4） -  

   支払利息（加算） 8,500  

   減価償却費（加算）（注 5） 10,000  

   運転資本の増減 -  

   年間必要な 低限の設備投資概算額（注 6） ▲4,000 13,300 

g  f の 10 倍  133,000 

h  過剰債務金額（e-g）  154,000 
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(5) 債務償還年数 

 

債務償還年数表 
（単位：千円） 

項 目 金 額 

a  金融機関に対する有利子負債  300,000 

b  正常運転資金（マイナスの場合はゼロ）   

  売上債権（注 1） 11,000  

  棚卸資産（注 2） 9,000  

  仕入債務 ▲18,000 2,000 

c  現金預金  8,000 

d  換金性のある有価証券  3,000 

e  要償還債務（a-b-c-d）  287,000 

f  CF（借入元金返済原資）   

   経常利益（注 3） ▲1,200  

   みなし法人税（減算）（注 4） -  

   減価償却費（加算）（注 5） 10,000 8,800 

g  債務償還年数（年）（e÷f）  32.6 

h  年間必要な 低限の設備投資概算額（注 6）  4,000 

i 設備投資控除後 CF（f-h）  4,800 

j 設備投資控除後債務償還年数（年）（e÷i）  59.8 

 

 

 

(6) 非保全額 
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(7) 税務上の繰越欠損金及び営業権 

 

税務上の繰越欠損金及び営業権は将来の課税所得を減額する効果が

あるため、将来の FCF に大きな影響を与える。 
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３.事業デューデリジェンス 
 

(1) 事業デューデリジェンス 
 

事業のポイントをつかめるようなものを作る。 

代表者との話合いで作る。 
 

① ビジネスモデル俯瞰図 

② グループ・株主関係図 

③ 窮境原因の特定 

④ 事業利益の源泉と再生要因 
 

 

 

 

 

(2) 事業(本業)の見極め 
 

ポイントは事業の理解と事業の収益の確実な見極めである。この見極め

の乏しい DDは意味がない。 
 

① 時間軸 

② 自助努力による改善（本業の見極め、収益構造） 

③ 業績推移と沿革（収得構造の検証） 

④ 事業のビジネスモデルの俯瞰と経営者の納得 

⑤ 仮設の検討 

⑥ 金融機関等債権者の納得感 
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４.経営改善計画 
 

 

 経営改善計画の作成には 4つのポイントがある。 

 事業計画は会社が作成するものであることを、相互に確認しておくことは当

然である。金融機関等債権者の意思が入りすぎてもよくない。経営者が納得し

て作成したものである。これがなければ自助努力の無い 低の計画である。 
 

(1) 実態調査との整合性 

① 事業 DD、財務 DD の内容との整合性 
 

 

(2) 意思統一 

① 経営者の意思、決意の表現 
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(3) 計画の具体性と積上げ 
 

（全 般） 

① 誰が、いつまでに、 

② 何を、どうするか、 

③ その結果どうなるか 

 

（P/L,C/F,B/S 計画） 

① 売上高 ④ 人件費 

② 売上原価 ⑤ 設備投資 

③ 販管費 ⑥ 返済計画 

  ⑦ 裸の三表 
 

 

 

 

 

 

(4) 定期的なモニタリング 

① 進捗度のチェック 

② 状況の変化のチェック 

③ 計画の差異による進捗度のチェック 
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５.再生計画の骨子 
 

(1) 事業の支援先 

 

 

 

 

 

(2) 財務の支援先 
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(3) 税額計算表の作成
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Ⅲ. 実 例 会社分割による事業再生（NK） 
 

会社分割による事業再生 
 
 
 1. 事業再生の必要性とイメージ 

 
2. 分割する事業の事業価値 

 
3. 分割会社及び分割手続の概要 

 
4. 分割財産その他の内容 
 

 
平成 25 年 8 月 15 日(木) 

 
× × × × 株 式 会 社 

 
 
 

会社分割に当って 
 
 
 ××××株式会社は、昭和 22 年 11 月×××組として創業し、軍工事請負を

中心事業に発展し、昭和 29 年 12 月には合資会社××××に改組法人化した。 
 昭和 38 年 12 月には、本社ビルを建設し、総合建設業をめざし、株式会社に

組織変更を行うとともに数次の増資を行って昭和 52 年 8 月には資本金は 82
百万円となっている。 
 その後、浚渫船購入等により土木工事、建設工事の発展を図り、子会社㈱な

んかいの設立等を行い社業の発展を図ってきた。 
 
 ところが、昭和の末年から平成に入るとともに××関連の建設工事や分譲マ

ンション建築販売による××億円を上回る不良債権の発生や工事関連の××

××への投資等による損失等××億円の未回収資産を生むことになった。 
 これらの不良債権等×××億円の発生による経営への圧迫が大きい中で、本

来の事業である土木、建設工事は健全な収益性を維持してきた。しかし、不良

債権等に対する抜本的な解決は行えないまま、現在に至っている。 
 
 今回、①上記の不良資産の抜本的な整理を行うとともに、②健全性を維持し

ている本来の事業を会社分割により、新しく分離することによって事業の再生

を図りたいと考えている。 
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(事業再生のイメージ) 
 
 
第 1ステップ ― 建設関係の事業分離 ― 

 

  新会社   

  設立   

     

現会社  新会社  現、旧会社 

     
建設業 → 建設業の引継   
投資その他 → 優良分の買取   
 →  → 不良分の処理 
株式関係 → 新株主出資   
     
 →  → 旧株主責任 
     

百万円    
資 産 1,700   1,000  不良資産 700 
負 債 1,200   1,200  売却損 △700 
簿外〃 100   100  計上損 △100 
     
     

第 2ステップ ― 新会社の設立と営業権の計上 ― 

 

現会社  新会社  旧会社 

百万円    
営業権 0   300  売却益 300 

 
 
第 3ステップ ― 新会社の営業と旧会社の清算 ― 

 

現会社  新会社  旧会社 

  (新スタート)  (清 算) 
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2. 分割する事業の事業価値 
 
 
分割する事業の事業価値（営業権）を計算するに当っては、(1)過去

の経営成績から見た事業価値を計算する一方(2)再生後の会社の経営

計画による事業価値を計算、検討する。 
 
 

(1) 従前の経営実績による事業価値の計算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 会社の経営計画による将来の事業価値の計算 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

将来の経営計画における　　〃　　の計算

過年度における売上高と経常利益の実績

(4)計画には、目標的な数値は含まれず、過去の実績が継続することを基礎に計
算されている。

経費項目のうち、

(2)

(3)

経常利益は、決算書の計上額に非経常的な損益の額が含まれている場合は
除く。

上記についての説明

(1)売上高の数値については、決算書の完成工事高を計上している。

(売上高)

仮平均利益

前期修正損

前期修正益

支払利息

受取手数料
受取利息
役員報酬

(修正)

経常利益

年平均科目等 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3
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営業権評価結果 
 

 
 営業権の評価結果等は次の通りである。 

 

 

【１】評価結果 

  300,000 千円  （○※頁参照） 
 
 尚、評価結果は税務上の資産調整勘定のうち営業権としての妥当性であり、採用

した評価方式の評価額の範囲内にあれば妥当な資産調整勘定(営業権)の計上と考え

る。 
 
【２】評価時点 

平成 25 年 9 月 30 日 
 
【３】評価方法 

  
評価方法は、国税庁方式に準じた方式と収益力を基準にした超過利益還元価額方

式とを比較検討して行った。 （○※頁参照） 
 
 

評価方法の検討 
 

 営業権の評価に当っては、次の二つの方式による計算結果を検討して、評価の安

全性も考慮して両者の折中によることとした。（○※頁参照） 

 

（１） 国税庁方式に準じた方式による評価（相続税財産評価基本通達） 
（２） 超過利益還元価額方式による評価（一般的な営業評価方法） 
（３） （１）、（２）を折中した方式 

 
（１） 国税庁方式に準じて、会社の経営改善計画書から算出した平均利益を過

去の実績と比較して実現可能と思われる平均利益を決定して評価を行っ

た。 
その結果の金額は 270,000 千円である。（○※頁参照） 
 

（２） 収益力を基準にした超過利益還元価額方式は超過利益の継続年数を永久

と見て長期基準年利率(法令解釈通達 課評 2-26 平成 22年 7月 1付)によ

り資本還元して算出した額である。 
    その結果は 330,000 千円となった。（○※頁参照） 
 
（３） （１）、（２）を折中して、評価結果を 300,000 千円とした。 
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3. 分割会社及び分割手続の概要 
 

(1) 分割会社(旧会社)の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 事業計画書 
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4. 分割に当っての財産その他の内容 
 

(1) 経営分析書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 分割資産、負債の内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 新会社設立の概要 
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(3) 予想貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 実質債務超過の推移 
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事業計画 

１．基本方針 

 既存事業については原価管理体制を構築し営業利益率○％を目標とする。 

 当社の基盤技術である精密研磨加工の応用研究を行い 3年後を目途に事業

化を行う。 

 

 

２．短期的に取り組む改善事項（計画後 3年間） 

(1) 営業体制 

① 主力の○○部門については既存顧客を中心に試作等新規案件を積み上げ（80

件程度）量産部品の受注を獲得する。 

② 試作受注の獲得を目指し営業部に設計担当者を兼務させ顧客に対する技術

提案活動を強化する。 

(2) 施行体制 

① バーコード方式の作業表を開発し、加工時間、段取替え時間のデータを収集

し個別原価計算を確立する。 

② 現状の工程不良率 2％を半減する。（労務費に不良率低下実績の 10％を還元

し現場での QC 活動を活性化させる。） 

③ 現状外注費のうち応援外注を 3年後を目途に内製化に切り替える。 

(3) 内部管理体制 

① 製品別個別原価を把握し顧客別損益管理を行う。 

② 購買については数社の相見積もりを実施し 5％程度の部品・材料費のコスト

ダウンを行う。 

③ 予算・実績会議を月次で開催し、目標と実績の差異の把握、対策を立案する。 

 

 

３．中期的に取り組む改善事項（計画後 5年間） 

(1) 研究開発部門の設置・人材の育成 

 

 

４．計画数値の概要 

(1) 予想損益計算書 

(2) 予想キャッシュ・フロー計算書 
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(3) 設備投資計画 

 

 

(4) 人員計画 

 

 

(5) タックスプラン 

 

 

 

５．金融支援の依頼について 

(1) 金融支援の必要性 

 

 

(2) 各金融機関への支援依頼内容 

 

 

 

６．経営者等の責任について 

(1) 経営責任 

 

 

(2) 株主責任 

 

 

(3) 保証責任 

 

 

 

７．再生計画の進捗報告について 
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Ⅳ. 経営改善計画の様式 
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添付資料 

別紙１ 予想損益計算書 

別紙２ 予想キャッシュ・フロー計算書 

別紙３ 予想貸借対照表 

別紙４ 実質債務超過の推移 

別紙５ タックスプラン 

別紙６ 借入金返済予定表 

 

 

はじめに 
 

 ○○株式会社（以下「当社」）は、過剰な設備投資等により、多額に有利子負債をかかえ、

現在、多額の過剰債務による実質債務超過状態にあります。 

 

 この状態から脱却すべく、当社は過剰債務を解消し、実質債務超過の状態から脱却するた

め、平成 26 年 3 月期（今年度）を計画ゼロ年として平成 31 年 3 月期までの実質 5ヵ年を「経

営改善計画年度」と位置づけるとともに、同期間の事業計画（5期間）を作成し、ここに提

示します。なお、当該事業計画を踏まえ 10 年間の予想財務諸表数値を提示しております。 

 

 当社といたしましては、金融機関様に多大なご負担をお願いすることとなり、誠に申し訳

なく存じますが、本事業計画の達成についてご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

●●株式会社 代表取締役 ●●●● 
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第１ 会社の概要 

１．会社の概要 

(1) 会社の沿革 

 

 

(2) 株主・株式の状況（○年○月○日現在） 

 

 

(3) 本社・事業所・グループ会社 

 

 

(4) 役員一覧（○年○月○日現在） (5)従業員の状況（○年○月○日現在） 

氏名(敬称略) 役職 備考  区分  人数 

○○ ○○ 代表取締役 社長  管理（総務・経理）  2 

○○ ○○ 取締役 工場長  営業  3 

○○ ○○ 取締役 設計・営業部長  生産  7 

○○ ○○ 監査役   合計  12 

 

 

 

２．事業の概要 

ビジネスモデル俯瞰図 
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３．業績推移 

(1) 損益実績 

 

 

 

(2) キャッシュ・フロー実績 

 

 

 

(3) 財務実績 

 

 

 

(4) 金融機関別借入残高推移 

 

 

 

(5) 借入金の 近の弁済状況 

 

 

 

(6) 金融機関別担保設定状況 
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第２ 事業計画 

１．基本方針 

 既存事業については原価管理体制を構築し営業利益率○％を目標とする。 

 当社の基盤技術である精密研磨加工の応用研究を行い 3 年後を目途に事業化を行う。 

 

 

２．短期的に取り組む改善事項（計画後 3年間） 

(1) 営業体制 

① 主力の○○部門については既存顧客を中心に試作等新規案件を積み上げ（80件程度）

量産部品の受注を獲得する。 

② 試作受注の獲得を目指し営業部に設計担当者を兼務させ顧客に対する技術提案活動

を強化する。 

(2) 施行体制 

① バーコード方式の作業表を開発し、加工時間、段取替え時間のデータを収集し個別

原価計算を確立する。 

② 現状の工程不良率 2％を半減する。（労務費に不良率低下実績の 10％を還元し現場で

の QC 活動を活性化させる。） 

③ 現状外注費のうち応援外注を 3年後を目途に内製化に切り替える。 

(3) 内部管理体制 

① 製品別個別原価を把握し顧客別損益管理を行う。 

② 購買については数社の相見積もりを実施し 5％程度の部品・材料費のコストダウン

を行う。 

③ 予算・実績会議を月次で開催し、目標と実績の差異の把握、対策を立案する。 

 

 

３．中期的に取り組む改善事項（計画後 5年間） 

(1) 研究開発部門の設置・人材の育成 

 

 

４．計画数値の概要 

(1) 予想損益計算書 

(2) 予想キャッシュ・フロー計算書 
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(3) 予想貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 実質債務超過の推移 
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(5) 損益計画 

 

① 売上高、売上原価 

 製造経費の売上高比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 販管費 

 a.役員報酬 

 b.給与 
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③ 設備投資計画 

 

 

④ 人員計画 

 

 

⑤ タックスプラン 

 

 

 

５．金融支援の依頼について 

(1) 金融支援の必要性 

 

 

(2) 各金融機関への支援依頼内容 

 

 

 

６．経営者等の責任について 

(1) 経営責任 

 

 

(2) 株主責任 

 

 

(3) 保証責任 

 

 

 

７．再生計画の進捗報告について 
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事業計画書の添付資料 

 

 

NO  タイトル 

別紙 1 予想損益計算書 

別紙 2 予想キャッシュ・フロー計算書 

別紙 3 予想貸借対照表 

別紙 4 実質債務超過の推移 

別紙 5 タックスプラン 

別紙 6 借入金返済予定表 
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Ⅴ. 事業譲渡による事業再生計画 
 
 

営業譲渡計画書 
 

(中古車事業の再生) 
 
 １．株式会社××××の現状と課題 １～１０ 
   （営業譲渡会社の概要と要請） 
 
 ２．株式会社××××の現状 １１～１５ 
   （営業譲受会社の概要） 
 
 ３．事業価値と営業権の計算 １６～２０ 
 
（営業譲渡財産の内訳・その他） ２１～ 
 
 

株式会社 ×××× 
 

(経営課題の解決の方法) 
 
 ××××は、現在×××店、×××店、×××店、×××店等××地域に 4
ヶ所の店舗を展開しており、また事業内容は自動車整備、車検等を中心に、新

車販売、カー用品販売、保険、酸素等の販売を行ない、年間×××百万円の売

上と××百万円の経常利益を計上している。しかし、一貫した総合自動車サー

ビスとしては中古車販売を別会社の××××に分担させている。今回、×××

×の経営の窮状を救済し、真の総合自動車サービスの充実のためには、×××

×において今まで欠けていた中古車部門を確立し、相乗効果を測ることが必要

である。それには、中古車事業の将来性と競争激化の中心のパイの奪い合いの

中で販売方法の特性をつけることであり、××××グループの中でその方法等

をさぐるべきである。 
 

(営業譲渡の概要) 
 

（営業譲渡前）  （営業譲渡後） 
   

×××× 
 

・中古車の販売等 
 

 諸資産 ××× 
 諸負債 ××× 
 自己資本 ××× 

 
 

営業譲渡 

×××× 
 

 ・自動車の修理 
 ・板金塗装 
 ・新車販売 
 ・部品の販売 
 ・中古車の販売等(新) 

 
  （営業譲渡後に解散）



42 

 

３．会社の問題点と課題 
 

 創業以来 3 年となる××××は、創業の赤字と軌道に乗せることの出来ない事業のために

赤字経営から脱せない状態にある。 
 現状の状況から脱出し、事業を軌道に乗せることが経営者の使命と考える。 
 

（１）創業赤字と現状の不採算 
 

××××の創業赤字は 3 頁に見られるように 50 百万円を超え、経営の改善の努力も

見るべき成果をあげられないのが実情である。 
創業以来の事業不振の原因は、①中古車販売業界は当時から競争が激化していたこと、

②企業の特色と業界の経験が充分でなかったこと、③関連グループとの連携が不足して

いたことなどが考えられ、①～③を克服、改善する必要がある。 
 
 
（２）販路拡大（グループ間の連携） 
 

事業再生のために 重要な事項は、創業以来の事業を途絶えさせることなく継続し、

販路を拡大し、必要売上高を達成することである。そのために、中部自動車グループと

しての協力関係の強化である。それはグループ内での中古車の販売を欠くとする事業の

確立により、お客様のニーズに合った一貫した車両の総合サービスを提供する。 
 

 

４．課題の解決に向けて 

（１）過去の実績と今後の課題解決 
 

  22/4  22/8  23/8  24/8  25/6  累計 
  千円          
当期損益  △×××  △×××  △×××  △×××  △×××  △××××× 
             
             
経営に与えた問題点 ① 中古事業界の競争 

② 業界経営者の経験不足 
③ 関連グループとの連携の不足 

 

今後の問題解決のためには、①～③の原因の除去と将来へ向けての明確な経営計画が

必要と考えられる。 

 

 

（２）中古車部門の見直し 
現在、××××という別会社で中古車事業を行っている。 

 

グループ全体の中で、中古車部門の位置付けの再検討と 適化が必要である。 
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５．営業譲受けと伴う中部自動車の便益について 
 

 営業権の評価 
 

（１）開業準備的な創業赤字 35～40 百万円 
 

（２）営業譲受資産の利用価値 
 

（３）今後の事業展開による利益 50 百万円 
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６．営業譲渡の財産の内容 
 

（１）営業及び資産負債の引継 
 

  諸資産      １１２ 

  創設営業権 ８６ 

  諸負債 １９９ 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

年平均科目等 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3
百万円

経常利益

(修正)

受取利息
役員報酬

受取手数料

支払利息

前期修正益

前期修正損

仮平均利益

将来の経営計画における　　〃　　の計算

過年度における売上高と経常利益の実績

(4)計画には、目標的な数値は含まれず、過去の実績が継続することを基礎に計
算されている。

経費項目のうち、

(2)

(3)

経常利益は、決算書の計上額に非経常的な損益の額が含まれている場合は
除く。

上記についての説明

(1)売上高の数値については、決算書の完成工事高を計上している。

(売上高)
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営業権評価結果 
 

 
 営業権の評価結果等は次の通りである。 

 

 

【１】評価結果 

  75,000 千円  （○※頁参照） 
 
 尚、評価結果は税務上の資産調整勘定のうち営業権としての妥当性であり、採用した評価

方式の評価額の範囲内にあれば妥当な資産調整勘定(営業権)の計上と考える。 
 
【２】評価時点 

平成 25 年 9 月 30 日 
 
【３】評価方法 

  
評価方法は、国税庁方式に準じた方式と収益力を基準にした超過利益還元価額方式とを比

較検討して行った。 （○※頁参照） 
 
 

評価方法の検討 
 

 営業権の評価に当っては、次の二つの方式による計算結果を検討して、評価の安全性も考

慮して両者の折中によることとした。（○※頁参照） 

 

（１） 国税庁方式に準じた方式による評価（相続税財産評価基本通達） 
（２） 超過利益還元価額方式による評価（一般的な営業評価方法） 
（３） （１）、（２）を折中した方式 

 
（１） 国税庁方式に準じて、会社の経営改善計画書から算出した平均利益を過去の実績

と比較して実現可能と思われる平均利益を決定して評価を行った。 
その結果の金額は 70,000 千円である。（○※頁参照） 
 

（２） 収益力を基準にした超過利益還元価額方式は超過利益の継続年数を永久と見て

長期基準年利率(法令解釈通達 課評 2-26 平成 22 年 7 月 1 付)により資本還元し

て算出した額である。 
    その結果は 80,000 千円となった。（○※頁参照） 
 
（３） （１）、（２）を折中して、評価結果を 75,000 千円とした。 
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７．経営者の責任 

（１）株主として 
 資本金等の１００％放棄 

                  百万円 

  ××× ×× 

  ××× ×× 

   合計 ××× 

 

 

 

 

（２）債権者として 
 借入金等の放棄 

                  百万円 

  ××× ×× 

  ××× ×× 

  合計 ××× 

     

 



会計と経営のブラッシュアップ 予定 
 

 

期間：H26.4～6 改訂日 H26.03.24 
 
 

  

実績 第 1 回 4/1 顧客にとっての価値は何か？（微分：すべては変化している）

    
 第 2 回 7 相続税評価と取引価格（相続贈与と事業経営） 
    
 第 3 回 14 日本の経済と税制（積分：どのように築くか） 
    
 第 4 回 21 グループ法人税の税務と会計（完全支配関係と課税） 
    
 第 5 回 28 消費税増税と経済（指数・対数） 
    
 第 6 回 5/5 事業再生と企業組織再編（会社分割・事業譲渡を中心に） 
    
 第 7 回 12 われわれにとっての成果は何か？（統計・確率） 
    
 第 8 回 19 連結の会計と税務(何故、企業集団の会計や税務が必要か) 
    
 第 9 回 26 税制と沖縄の経済(地域振興と税制) 
    
 第 10 回 6/2 われわれの価値は何か？（       ） 
    
 第 11 回 9 われわれの顧客は誰か？（地域密着型金融） 
    
 第 12 回 16 われわれの事業は何か？（企業の活力とは） 
    
 第 13 回 23 中小企業再生の実践（経営者保証ガイドライン） 

 
 

ToDo： (1) 実例の取り込み 
 (2) 最新に改訂 


